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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの電力需要家の電力使用を管理する電力管理システムであって、
　前記少なくとも１つの電力需要家は、
　　複数の電力負荷を含む装置群と、
　　前記装置群に電力を分配する分電盤と、
　　前記分電盤が分配した電力を前記装置群に伝達する電力線と、
　　前記複数の電力負荷の電力使用量の情報を含む前記装置群の電力情報を収集する電力
情報端末と、
　　前記電力情報を前記電力情報端末に伝達する情報線と、
　を具備し、
　前記電力情報端末は、
　　他の電力需要家に備えられた他の電力情報端末と公衆回線を介して通信し、
　　前記電力情報を前記他の電力情報端末と共有し、
　　前記他の電力情報端末と協働して実行される合意形成アルゴリズムに基づいて前記複
数の電力負荷ごとの基準パラメータを決定し、
　　前記複数の電力負荷の電力使用量の情報を、前記決定された基準パラメータと比較し
て、前記複数の電力負荷の環境負荷を評価する、
　電力管理システム。
【請求項２】
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　前記複数の電力負荷は、当該電力負荷の電力使用量の履歴を保持し、前記履歴に基づい
て前記基準パラメータを定めるプロファイルアダプタを具備し、
　前記電力情報端末は、前記プロファイルアダプタから前記基準パラメータを取得する請
求項１に記載の電力管理システム。
【請求項３】
　前記電力線は、電力線搬送方式によって前記情報線を兼ねて機能し、
　前記電力情報は、前記電力線に重畳されて前記電力情報端末に伝達される請求項１およ
び２のいずれか１項に記載の電力管理システム。
【請求項４】
　前記電力線及び前記情報線は、ＰｏＥ（power on Ethernet(登録商標））方式で同一ケ
ーブル上に束ねられ、
　前記分電盤が分配した電力及び前記電力情報は、前記ケーブルを介して伝達される請求
項１および２のいずれか１項に記載の電力管理システム。
【請求項５】
　前記電力線と前記情報線はそれぞれ別個に設けられ、
　前記情報線は、有線又は無線の通信ネットワークを構成する請求項１および２のいずれ
か１項に記載の電力管理システム。
【請求項６】
　前記電力情報端末は、公衆回線を介して管理サーバに接続され、
　前記電力情報端末は、前記管理サーバから前記基準パラメータを取得する請求項１およ
び２のいずれか１項に記載の電力管理システム。
【請求項７】
　前記電力情報は、前記複数の電力負荷の電力値［Ｗ］の情報を含み、
　前記基準パラメータは、前記複数の電力負荷が使用する電力値［Ｗ］を予測した予測電
力値を示し、
　前記電力情報端末は、
　　前記電力情報と前記基準パラメータを比較し、
　　前記複数の電力負荷が使用した電力値［Ｗ］が、前記基準パラメータが示す予測電力
値［Ｗ］よりも低減されている場合に、前記複数の電力負荷の環境負荷が低減されたと評
価する請求項１および２のいずれか１項に記載の電力管理システム。
【請求項８】
　前記電力情報は、前記複数の電力負荷の電力量［Ｗｈ］の情報を含み、
　前記基準パラメータは、前記複数の電力負荷が使用する電力量［Ｗｈ］を予測した予測
電力量を示し、
　前記電力情報端末は、
　　前記電力情報と前記基準パラメータを比較し、
　　前記複数の電力負荷が使用した電力量［Ｗｈ］が、前記基準パラメータが示す予測電
力量　［Ｗｈ］よりも低減されている場合に、前記複数の電力負荷の環境負荷が低減され
たと評価する請求項１および２のいずれか１項に記載の電力管理システム。
【請求項９】
　前記電力情報は、前記複数の電力負荷の電力使用時間帯の情報を含み、
　前記基準パラメータは、前記複数の電力負荷が前記電力を使用する時間帯を予測した予
測使用時間帯を示し、
　前記電力情報端末は、
　　前記電力情報と前記基準パラメータを比較し、
　　前記複数の電力負荷が電力を使用した時間帯が、前記基準パラメータが与える予測使
用時間帯よりも環境負荷が少ない時間帯にずれている場合に、前記複数の電力負荷の環境
負荷が低減されたと評価する請求項１および２のいずれか１項に記載の電力管理システム
。
【請求項１０】
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　前記装置群は、自然エネルギーを利用した少なくとも１つの発電手段を具備し、
　前記少なくとも１つの発電手段が発電した電力は、前記電力線によって前記分電盤に伝
達され、
　前記基準パラメータは、前記発電手段による発電電力値［Ｗ］と発電時間帯を示し、
　前記電力情報は、前記複数の電力負荷の消費する電力値［Ｗ］と電力使用時間帯の情報
を含み、
　前記電力情報端末は、
　　前記電力情報と前記基準パラメータを比較し、
　　前記複数の電力負荷の電力値［Ｗ］と電力使用時間帯がそれぞれ、前記基準パラメー
タが示す前記発電手段による発電電力値［Ｗ］以下および発電時間帯に含まれる場合に、
前記複数の電力負荷の環境負荷が低減されたと評価する請求項１および２のいずれか１項
に記載の電力管理システム。
【請求項１１】
　前記電力情報は、前記複数の電力負荷の運転効率の情報を含み、
　前記基準パラメータは、前記複数の電力負荷の運転効率の基準値を示し、
　前記電力情報端末は、前記電力情報と前記基準パラメータを比較し、前記複数の電力負
荷が、前記基準パラメータが示す運転効率の基準値より高い効率で運転された場合に、前
記複数の電力負荷の環境負荷が低減されたと評価する請求項１および２のいずれか１項に
記載の電力管理システム。
【請求項１２】
　前記電力情報は、前記複数の電力負荷の使用におけるユーザの快適性の情報を含み、
　前記基準パラメータは、前記複数の電力負荷の使用におけるユーザの快適性の基準値を
示し、
　前記電力情報端末は、前記電力情報と前記基準パラメータを比較し、前記複数の電力負
荷のユーザの快適性が、前記基準パラメータが示すユーザの快適性の基準値より低い値で
運転された場合に、前記複数の電力負荷の環境負荷が低減されたと評価する請求項１およ
び２のいずれか１項に記載の電力管理システム。
【請求項１３】
　さらに、前記装置群の各装置の電力情報と、当該電力情報に基づく環境負荷低減度の情
報を対応付けて管理する管理手段を備える、請求項１および２のいずれか１項に記載の電
力管理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、環境負荷を低減するための管理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　昨今の地球環境問題対策へのニーズから、省エネルギーの推進や自然エネルギーの有効
利用はエネルギー管理運用技術分野における主要課題になりつつある。エネルギー管理の
目的は、料金計算、省エネルギーの推進、省エネルギーに関する法律に対応するための帳
票管理、更にはＣＯ２排出権の取引など多岐に亘る。従来、ビル、工場、社会インフラあ
るいは家庭などを対象として各種のエネルギー管理システムおよびエネルギー管理方式が
提案されている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、電力、ガス、水道料を計測し、計測値から二酸化炭素排出量を
演算することで、自動的に環境改善を実践できる環境家計簿を作成する技術が記載されて
いる。また特許文献２には、電力、燃料ガス等のエネルギーの使用量及び料金を、住宅、
建物、施設単位ではなく、電力使用者個人単位で管理するためのエネルギー使用量管理シ
ステムが提案されている。特許文献３では、企業等が実施する環境価値創造事業における
複数種類の環境価値を認証し、取引する公平公正な市場を創設することで環境価値を顕在
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化し、環境価値をオンラインで取引可能にする仕組みが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１９６５２６号公報（段落００３８）
【特許文献２】特開２００４－３６２３２６号公報（段落００６５）
【特許文献３】特開２００３－１７８１６７号公報（段落００４８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、電力等のエネルギーの管理に当たっては、環境負荷に応じた管理を行なうことが
必要となってきている。しかしながら、従来の管理方式では、電力を消費する負荷装置側
の環境への影響を考慮した管理を実現することは難しい。
【０００６】
　例えば特許文献１に記載の技術では、電力、ガス、水道などのエネルギー供給側の計量
値のみに基づいて演算が行なわれており、負荷装置側でのエネルギー消費を管理すること
は行なわれていない。また特許文献２に記載の技術では、電力使用者単位での管理が行な
われ、電力を消費する負荷装置側の管理は行われない。特許文献３に記載の技術では、申
請者が入力した省エネルギー量に基づく環境価値の計算が行なわれており、電力を消費す
る負荷装置の管理が行なわれているわけではない。
【０００７】
　本発明は、前記のような問題に鑑みなされたもので、負荷装置における環境負荷の低減
を評価できる電力管理システムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一実施形態に係る電力管理システムは、少なくとも１つの電力需要家の電力使
用を管理する電力管理システムであって、前記少なくとも１つの電力需要家は、少なくと
も１つの電力負荷を含む装置群と、前記装置群に電力を分配する分電盤と、前記分電盤が
分配した電力を前記装置群に伝達する電力線と、前記少なくとも１つの電力負荷の電力使
用量の情報を含む前記装置群の電力情報を収集する電力情報端末と、前記電力情報を前記
電力情報端末に伝達する情報線を具備し、前記電力情報端末は、前記少なくとも１つの電
力負荷の電力使用量の情報を基準パラメータと比較して、前記少なくとも１つの電力負荷
の環境負荷を評価する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、電力情報端末が情報線を介して収集した少なくとも１つの電力負荷の
電力使用量の情報を基準パラメータと比較して、当該少なくとも１つの電力負荷の環境負
荷を評価する。従って、負荷装置における環境負荷の低減を評価できる電力管理システム
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の一実施形態に係る電力管理システムの構成を示す図。
【図２】電力線搬送方式によって電力情報の送受信を行なう場合の上記電力管理システム
を示す図。
【図３】ＰｏＥ(Power on Ethernet)方式によって電力情報の送受信を行なう場合の上記
電力管理システムを示す図。
【図４】個別管理方式によって基準パラメータを取得する場合の上記電力管理システムを
示す図。
【図５】情報共有方式によって基準パラメータを取得する場合の上記電力管理システムを
示す図。
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【図６】上記電力管理システムにおける環境負荷低減量の評価の一例を説明するための図
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明による電力管理システムの実施形態を説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る電力管理システムの構成を示す図である。
【００１３】
　この電力管理システムにおいては、所定の需要家エリア内のｎ件の需要家（例えば住宅
）のそれぞれにおける電力利用状態を示す電力情報の管理が行なわれる。電力情報には、
電力を消費する負荷装置の電力消費量と使用時間の情報、及び電力を発電する発電装置の
発電量と発電時間の情報が含まれる。
【００１４】
　ｎ件の需要家には電力情報端末Ｔ１～Ｔｎがそれぞれ備えられているものとする。以下
では、需要家エリア内の第１宅（第１の需要家）に備えられた電力情報端末Ｔ１について
一例として説明するが、第２～第ｎ宅の電力情報端末Ｔ２～Ｔｎも同様の機能構成を有す
る。
【００１５】
　電力供給者が供給している商用電力は、変圧器１０によって所定電圧に変換されて需要
家である第１宅に供給される。第１宅に供給された電力の使用量は、電力メータ１１によ
って測定される。第１宅に供給された電力は、分電盤１２によって、第１宅に備えられた
装置群２００の各装置に分配される。
【００１６】
　分電盤１２からの電力は、電力線４００を介して装置群２００に供給される。装置群２
００には、一例として、電気温水器２０１、エアコン２０２、照明装置２０３、白物家電
２０４等の電力を消費する負荷装置と、太陽光発電装置２１１、燃料電池２１２等の発電
機能を有する発電装置と、電気自動車２１３とが含まれる。装置群２００には更に、テレ
ビ受像機やＤＶＤレコーダ等のデジタル家電や、パーソナルコンピュータ等の情報機器が
負荷装置として含まれてもよい。
【００１７】
　分電盤１２から電力分配に応じて、電力線４００からの電力は、電力線４０１～４０４
及び電力線４１１～４１３に分配される。電力を用いて湯沸し及び給湯を行なう電気温水
器２０１には、電力線４０１を介して電力が供給される。電力を用いて空調を行なうエア
コン２０２には、電力線４０２を介して電力が供給される。白熱等や蛍光灯等の照明装置
２０３には、電力線４０３を介して電力が供給される。また、冷蔵庫や洗濯機等の白物家
電２０４には、電力線４０４を介して電力が供給される。
【００１８】
　太陽光発電装置２１１は、太陽電池を利用して太陽光のエネルギーを電力に変換する。
また燃料電池２１２は、ガス等から取り出した水素と空気中の酸素を利用した化学反応に
よって発電を行なう。太陽光発電装置２１１又は燃料電池２１２によって発電された電力
は、電力線４１１又は４１２から電力線４００に送られる。商用電力供給者は、このよう
な第１宅で発電された電力を購入し、他の需要家に供給することができる。あるいは第１
宅で発電された電力は、電力線４００を介して装置群２００の他の装置に供給されてもよ
い。
【００１９】
　電気自動車２１３は、リチウムイオン電池等の電池に蓄えられた電気エネルギーを使っ
て電動機で走行する。電力線４００から分配された電力線４１３から、例えば家庭用のコ
ンセントを用いて、電池の充電を行なうことができる。
【００２０】
　電力情報端末Ｔ１は、装置群２００と情報線３００によって接続されている。電力情報
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端末Ｔ１には、装置群２００の各装置における電力使用量と使用時間の情報及び発電量と
発電時間の情報を含む電力情報が、情報線３００を介して送信される。電力情報端末Ｔ１
は、送信された電力情報を電力プロファイル情報として蓄積し、管理する。
【００２１】
　電機温水器２０１による電力使用量と使用時間の情報は、情報線３０１から情報線３０
０に伝達される。同様にエアコン２０２による電力使用量と使用時間の情報は情報線３０
２から、照明装置２０３による電力使用量の情報は情報線３０３から、白物家電２０４に
よる電力使用量と使用時間の情報は情報線３０４から情報線３００に伝達される。また、
太陽光発電装置２１１による発電量と発電時間の情報は情報線３１１から、燃料電池２１
２による発電量と発電時間の情報は情報線３１２から情報線３００に伝達される。また電
気自動車２１３の電力使用量（充電量）と充電時間の情報は、情報線３１３から情報線３
００に伝達される。
【００２２】
　電力情報端末Ｔ１は、電力メータ１１又は分電盤１２とも、情報線で接続されていても
よい。電力情報端末Ｔ１が電力メータ１１に情報線で接続されている場合、電力メータ１
１によって測定された電力使用量の情報を電力情報端末Ｔ１が取得することできる。また
電力情報端末Ｔ１が分電盤１２に情報線で接続されている場合、分電盤１２における電力
分配の情報を電力情報端末Ｔ１が取得することができる。電力情報端末Ｔ１と電力メータ
１１又は分電盤１２との間の情報線接続は、有線又は無線のネットワークによって実現さ
れる。
【００２３】
　電力情報端末Ｔ１は、インターネットや公衆回線網等のネットワークＮを介して、他の
需要家の電力情報端末Ｔ２～Ｔｎと接続されている。また、電力情報端末Ｔ１は、サービ
スプロバイダや商用電力供給者が運営する遠隔管理サーバＭＳともネットワークＮを介し
て接続されていてもよい。
【００２４】
　電力情報端末Ｔ１のハードウェア構成は、例えば電力メータ１１や分電盤１２に組み込
まれてもよい。あるいは電力情報端末Ｔ１は、装置群２００内のいずれかの装置に設置さ
れてもよい。電力情報端末Ｔ１は、第１宅のホームゲートウェイとして機能する。
【００２５】
　また電力情報端末Ｔ１と電力メータ１１がやり取りする情報は、電力の流れを電力供給
者及び電力需要者の双方で制御し最適化する送電網であるスマートグリッドのデマンドレ
スポンス機能の一環に利用されてもよい。このような情報は、配電系統のメータリングデ
ータマネジメントシステム（ＭＤＭＳ）、マイクロエネルギー管理システム（μＥＭＳ）
、又は料金決済システム等に伝送され利用される。
【００２６】
　次に、本実施形態に係る電力管理システムの動作について説明する。
【００２７】
　本実施形態に係る電力管理システムにおいては、装置群２００の各装置での電力使用状
態や発電状態に関する電力情報が、情報線３００を介して電力情報端末Ｔ１に送信される
。電力情報端末Ｔ１は、装置群２００の各装置の電力使用量や発電量と、基準パラメータ
とを比較して、各装置の環境負荷低減量を評価する。また電力情報端末Ｔ１は、この環境
負荷低減量に応じて各装置を制御してもよい。環境負荷低減量評価のための基準パラメー
タは、電力情報端末Ｔ１が予め保持していてもよいが、他の電力情報端末とのネットワー
クＮを介した通信、又は管理サーバＭＳとのネットワークＮを介した通信によって得られ
てもよい。
【００２８】
　以下では、情報線３００の実装方式の例として、電力線搬送（ＰＬＣ）方式、Ethernet
（登録商標）を利用するＰｏＥ(Power on Ethernet)方式、及び通信ネットワーク方式の
３つの方式について図面を参照して説明する。以下に参照される図面については、図１と
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対応する部分には対応する参照数字を付して詳細な説明は省略する。
【００２９】
　電力線搬送（ＰＬＣ）方式　
　図２には、電力線搬送方式によって電力情報の送受信を行なう場合の上記電力管理シス
テムが示されている。ＰＬＣ方式では、電力線が通信回線（通信線）を兼ねて利用される
。図２に示す例では、電力線４００が情報線３００を兼ねて機能する。
【００３０】
　装置群２００の各装置には、ＰＬＣアダプタ５０が取り付けられている。情報線３０１
～３０４及び情報線３１１～３１３からの電力情報は、ＰＬＣアダプタ５０によって情報
線４００に重畳される。
【００３１】
　電力線４００に重畳された電力情報は、分電盤１２に接続されたＰＬＣアダプタによっ
て抽出されて、電力情報端末Ｔ１に送信される。電力情報端末Ｔ１は、送信された電力情
報と基準パラメータとを比較して、装置群２００の各負荷装置の環境負荷低減量を評価し
、各装置を制御する。
【００３２】
　通常の建物には電気配線が張り巡らされているため、この方式によれば、ＰＬＣアダプ
タ５０を取り付けるだけで、新たなケーブルを敷設することなく情報線３００を実装する
ことができるようになる。
【００３３】
　ＰｏＥ（Power on Ethernet）方式　
　図３には、ＰｏＥ方式によって電力情報の送受信を行なう場合の上記電力管理システム
が示されている。ＰｏＥ方式を利用すると、Ethernet（登録商標）のケーブルを利用して
電力を供給することができる。図３に示すように、ＰｏＥ方式では、分電盤１２と装置群
２００の間はＰｏＥ対応のＬＡＮケーブル６００で接続されている。装置群２００の各装
置とＬＡＮケーブル６００の間も同様にＰｏＥ対応のケーブル６０１～６０４及びケーブ
ル６１１～６１３で接続されている。
【００３４】
　すなわち、図３に示す電力管理システムは、図１に示す情報線３００と電力線４００が
ＬＡＮケーブル６００として束ねられた構成を有する。また、情報線３０１と電力線４０
１はケーブル６０１として、情報線３０２と電力線４０２はケーブル６０２として、情報
線３０３と電力線４０３はケーブル６０３として、情報線３０４と電力線４０４はケーブ
ル６０４として束ねられている。同様に、情報線３１１と電力線４１１はケーブル６１１
として、情報線３１２と電力線４１２はケーブル６１２として、情報線３１３と電力線４
１３はケーブル６１３として束ねられている。
【００３５】
　この例では、ＰｏＥ給電機能を搭載したハブが分電盤１２に内蔵又は取り付けられてい
るものとする。装置群２００の各装置からＬＡＮケーブル６００を介して送られた電力情
報は、分電盤１２において抽出され、電力情報端末Ｔ１に送信される。電力情報端末Ｔ１
は、送信された電力情報と基準パラメータとを比較して、装置群２００の各装置の環境負
荷低減量を評価し、各装置を制御する。
【００３６】
　この方式によれば、ＬＡＮケーブル１本で装置との通信及び電力供給が可能となる。こ
のため、電源をとりにくい場所であっても負荷装置や発電装置を設置することができるよ
うになる。また、装置がＡＣアダプタ等の外部電源へ接続する必要がなくなり、更に装置
に増設に応じて電力線や電源コンセントを設置する必要が無くなるため、設置コストを低
減することができる。
【００３７】
　通信ネットワーク方式　
　この方式では、図１に示すように、通信線３００と電力線４００とは別個に設けられる
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。通信線３００（及び通信線３０１～３０４と通信線３１１～３１３）は、例えばＬＡＮ
等の有線あるいは無線の通信ネットワークを構成する。
【００３８】
　装置群２００の各装置の電力情報は、この通信ネットワークを介して電力情報端末Ｔ１
に送信される。電力情報端末Ｔ１は、送信された電力情報と基準パラメータとを比較して
、装置群２００の各装置の環境負荷低減量を算出し、各装置を制御する。
【００３９】
　この方式によれば、電力情報の通信と電力供給とが別のラインを用いるため、障害に対
して安定性を有する電力管理システムが実現できる。例えば電力線に障害が生じた場合で
あっても、対応する情報線には障害が無いため、電力線の障害情報を電力情報端末Ｔ１等
に伝達することができる。また、情報線（通信ネットワーク）に障害が生じても、電力線
には障害が無いため、装置への電力供給は続けられる。このため装置の通常動作には影響
を与えない。
【００４０】
　上述のいずれの方式においても、電力情報端末Ｔ１では、装置群２００の各装置の電力
情報と、当該電力情報に基づく環境負荷低減度の情報を対応付けて管理する。この情報は
、電力メータ１１に送信され、第１宅の契約条件に応じて電力料金の計算に反映すること
も可能となる。
【００４１】
　次に、電力情報端末Ｔ１が各装置の環境負荷低減量を評価するために用いられる基準パ
ラメータの管理方法について説明する。
【００４２】
　一般に、負荷装置の環境貢献度を表す環境負荷低減量を評価するには、当該負荷装置が
使用すると予想される電力使用量の計画値の情報（基準パラメータ）が必要である。この
基準パラメータは、省エネ効果などの計算で用いられるベースラインと同様のパラメータ
である。この基準パラメータは、負荷装置の種類や使用形態、需要家、使用される季節、
及び使用時間帯に応じて変動する。
【００４３】
　以下では、この基準パラメータを管理するための方法の例として、管理サーバ方式、個
別管理方式、及び情報共有方式の３つの方式について図面を参照して説明する。以下に参
照される図面については、図１と対応する部分には対応する参照数字を付して詳細な説明
は省略する。
【００４４】
　管理サーバ方式
　この方式では、図１に示す管理サーバＭＳが、各需要家における基準パラメータを管理
する。管理サーバＭＳは、所定周期で、あるいは電力情報端末Ｔ１の要求に応じて、基準
パラメータの情報を電力情報端末Ｔ１に送信する。電力情報端末Ｔ１は、基準パラメータ
と、各装置から情報線３００を介して送られた電力情報とを比較する。比較の結果、各装
置の環境負荷低減量が評価される。例えば、基準パラメータが表す値よりも電力使用量が
大きい負荷装置は、環境負荷低減量が小さいとする。
【００４５】
　管理サーバＭＳでは、需要家毎及び負荷装置毎の電力消費量の履歴を蓄積している。管
理サーバＭＳは、この履歴に基づいて、第１宅の各装置について対象季節及び時間帯にお
ける電力需要を予測し、予測値を基準パラメータとして電力情報端末Ｔ１に送信する。
【００４６】
　他の需要家（第２宅～第ｎ宅）における基準パラメータも同様の方法で管理サーバＭＳ
から電力情報端末Ｔ２～Ｔｎに提供される。
【００４７】
　この方式によれば、電力供給者あるいはサービスプロバイダが運営する管理サーバＭＳ
によって各需要家の電力使用状況を統一的に管理することができる。このため、管理サー
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バＭＳの運営者が適切なサービスを提供することも可能となる。
【００４８】
　個別管理方式　
　図４には、個別管理方式によって基準パラメータを取得する場合の上記電力管理システ
ムが示されている。この方式では、図４に示すように、装置群２００の各装置にプロファ
イルアダプタ５２が接続され、情報線３０１～３０４及び情報線３１１～３１３は、この
プロファイルアダプタ５２に接続されている。プロファイルアダプタ５２は、各装置内に
内蔵されていてもよい。プロファイルアダプタ５２は、接続された装置の運用履歴を保持
する。そしてプロファイルアダプタ５２は、当該運用履歴に基づいて当該装置の使用季節
及び使用時間帯における電力需要を予測し、予測値を評価基準パラメータとして電力情報
端末Ｔ１に送信する。
【００４９】
　この方式によれば、ネットワークＮや管理サーバＭＳを必要とせずに、需要家毎に個別
に基準パラメータを管理することができる。従って、ネットワークＮの断絶等の障害に係
わらずシステムを運用することができる。また、需要家エリア内の需要家の数が少ない場
合には、この方式によって簡潔なシステムを構築できる。
【００５０】
　情報共有方式　
　図５には、情報共有方式によって基準パラメータを取得する場合の上記電力管理システ
ムが示されている。この方式では、電力情報端末Ｔ１～Ｔｎ間での通信によって電力情報
を共有し、共有された電力情報から基準パラメータが決定される。図５に示すように、電
力情報端末Ｔ１～Ｔｎにはそれぞれ、プロファイル共有アダプタ７０が接続又は内蔵され
ている。電力情報端末Ｔ１～Ｔｎは、プロファイル共有アダプタ７０を介してネットワー
クＮに接続されている。この方式では、各電力情報端末が保持している負荷装置別の基準
パラメータを電力情報端末間で共有し、平均化処理を行って基準パラメータを更新する。
【００５１】
　具体的には、それぞれプロファイル共有アダプタ７０を介して電力情報端末Ｔ１～Ｔｎ
が相互に接続され、負荷装置の種類毎に基準パラメータが収集されて基準パラメータの平
均値が算出される。この計算は、以下のようなコンセンサス(合意形成)アルゴリズムに基
づいて行なわれる（例えばWei Ren, Randal W. Beard著、” Distributed Consensus in 
Multi-Vehicle Cooperative Control”（Springer-Verlag, 2008年, ISBN:978-1-84800-0
14-8）２５～２６頁及び３８～４１頁参照）。
【００５２】
　このようなコンセンサスアルゴリズムによれば、複数の通信機能を持つノード群が互い
にローカルな隣接ノードとのみ通信を実行する場合、第ｉ番目のノードの離散的な時刻ｋ
＋１での状態量ξｉ［ｋ＋１］は、時刻ｋでの自身および隣接ノードの状態量ξｊ［ｋ］
（ｊ＝１，…，ｎ）を用いて、式（１）のように表される。
【数１】

【００５３】
　ただしｄｉｊは適当な重み係数で、式（２）を満たす。

【数２】

【００５４】
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　式（１）を用いて状態量ξｉを逐次更新していくと、各ノードの状態量ξｉ［ｋ］（ｉ
＝１，…，ｎ）は、時刻ｋ→∞で共通の値に収束する。
【００５５】
　互いに接続されたプロファイル共有アダプタ７０は、負荷装置の種類毎に、式（１）か
ら基準パラメータの平均値を算出する。電力情報端末Ｔ１～Ｔｎでは、算出された平均値
を新たな基準パラメータとし更新設定する。
【００５６】
　この方式によれば、管理サーバＭＳを設置することなく、需要家エリア内での平均的な
電力利用状態に基づいて基準パラメータを定めることができる。需要家エリア内に新たに
需要家を加入させる場合も、当該需要家の電力情報端末にコンセンサスアルゴリズムを実
行するプロファイル共有アダプタ７０を取り付けるだけでよい。需要家が多い場合にも適
用が可能な方式である。
【００５７】
　次に、電力情報端末による各負荷装置の環境負荷低減量の評価方法について説明する。
　
　図６は、上記電力管理システムにおける環境負荷低減量の評価方法を説明するための図
である。図６には、負荷で消費される電力の時間プロファイルが図示されている。図６で
は評価方法の例として、負荷出力調整、運転時間調整、運転時間帯シフト、グリーン電力
へのマッチング、高効率運転、及びユーザの快適度の制限の６つの手法が示されている。
【００５８】
　負荷出力調整　
　負荷装置の出力調整により、当該負荷装置において予測されていた消費電力が低減され
た場合、環境負荷が低減されたと評価される。
【００５９】
　図６では、昼間の発電期間において、基準パラメータに基づいて与えられる予測電力（
電力キャップ）よりも負荷装置Ａの出力が低減されている。これによって、消費電力（ｋ
Ｗ）が低減され、環境負荷低減が実現されている。この低減された電力が環境負荷低減量
として、電力情報端末Ｔ１に送信される。
【００６０】
　運転時間調整　
　負荷装置の出力調整、又は負荷装置の運転時間の調整によって、当該負荷装置において
予測されていた消費電力量が低減された場合、環境負荷が低減されたと判断される。
【００６１】
　図６では、朝夕の発電期間において、負荷装置Ｂの運転時間が基準パラメータに基づい
て与えられる予測運転時間（破線Ｂ´）より短縮されている。これによって消費電力量（
ｋＷｈ）が低減され、環境負荷低減が実現されている。この低減された電力量が環境負荷
低減量として、電力情報端末Ｔ１に送信される。負荷装置の運転時間の調整に限らず、負
荷装置の出力を調整して消費電力（ｋＷ）を低減させることでも、消費電力量（ｋＷｈ）
を低減させることができる。
【００６２】
　運転時間帯シフト　
　負荷装置の運転時間帯を電力使用量の少ない時間帯に移動させて、負荷平準化が図られ
た場合、環境負荷が低減されたと判断される。
【００６３】
　図６では、負荷装置Ｃの運転時間帯が、基準パラメータに基づいて与えられる予測運転
時間帯である朝夕の発電時間（破線Ｃ´）から、電力使用量の少ない夜間にシフトされて
いる。これによって負荷平準化による環境負荷低減が実現され、また消費電力料金も低減
される。負荷平準化による環境負荷の低減量が電力情報端末Ｔ１に送信される。
【００６４】
　グリーン電力へのマッチング　
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　負荷装置の運転を、太陽光発電装置２１１や燃料電池２１２による発電（グリーン電力
）の発電タイミング及び発電量に合わせて調整された場合、環境負荷が低減されたと判断
される。
【００６５】
　図６では、太陽光発電装置２１１の発電タイミング及び発電量に合わせて負荷装置Ｄが
運転されている。商用電力ではなく、自然エネルギーを利用した太陽光発電や燃料電池発
電による環境負荷の低い電力（グリーン電力）が使用されることで、環境負荷が低減され
る。特に、発電された電力をその場で消費するこの手法は、環境負荷低減の効果が大きい
と期待される。発電されたグリーン電力をなるべく消費し、再生可能エネルギーの利用率
を向上させることで、環境負荷低減が実現される。この場合の消費電力量が環境負荷低減
量として電力情報端末Ｔ１に送信される。
【００６６】
　高効率運転　
　負荷装置に最適な動作条件下で当該負荷装置を動作させ、環境負荷を低減させることが
できる。図６では、負荷装置Ｅが最も効率の良い負荷条件(動作条件)で定常運転を行なっ
ている。動作条件には、周囲温度や負荷の出力等の条件が含まれる。この動作条件を最適
な状態に保つことで、環境負荷低減が実現される。高効率運転による環境負荷の低減量が
電力情報端末Ｔ１に送信される。
【００６７】
　ユーザの快適度の制限　
　負荷装置に制限を設け、ユーザの所望の条件よりも快適性の低い状態で当該負荷装置を
動作させることで、環境負荷を低減させることができる。ユーザの利便性・快適性を犠牲
にして負荷調整した場合の環境負荷低減量を算出して管理する方法である。
【００６８】
　図６では、負荷装置Ａの出力が基準パラメータに基づく予測電力よりも低く制限されて
いる。これによってユーザの利便性や快適性は損なわれるが、消費電力ｋＷを低減してい
るため、環境負荷の低減が実現されている。低減された電力に、ユーザの快適性の制限の
レベルが加味されて、環境負荷低減量が評価され、電力情報端末Ｔ１に送信される。
【００６９】
　上記の各手法により、電力管理システムにおいて負荷装置の電力の使用状態に応じて達
成された環境負荷低減量の情報を、負荷装置の種別ごとに評価、管理することができるよ
うになる。
【００７０】
　以上述べたように、上述の電力管理システムでは、電力負荷側の負荷出力調整、負荷稼
働時間調整、負荷稼働時間帯シフト、負荷調整によるグリーン電力発電とのマッチング、
負荷の効率的運用、ユーザの快適性を制限した負荷調整などの様々な負荷調整による環境
貢献度を、一元的に管理することができる。また、従来の電力供給側の環境評価と組み合
わせて、電力供給及び電力負荷による環境評価を一元的に行なうことも可能となる。
【００７１】
　また、上述の電力管理システムによれば、電力需要家の負荷調整の努力を環境貢献度と
して定量的に管理すること可能となる。この環境貢献度を、電力料金、排出権やエコポイ
ントなどの環境取引、省エネ評価等に反映させることができるようになる。その結果、需
要家側における負荷調整による環境貢献が促進される。
【００７２】
　更に、スマートグリッドにおける配電系統側の要請に応じて需要家側の負荷を調整する
デマンドレスポンス機能に上述の電力管理システムを利用すれば、負荷装置の種類に応じ
た使用電力の管理が可能となり、需要家側のデマンドレスポンス貢献度を電力管理に応用
することが容易になる。
【００７３】
　本発明の一実施形態に係る電力管理システムでは、電力を消費する負荷側における電力
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利用状態に応じた電力管理機能を実現する。すなわち、負荷の省エネルギー効果又は負荷
抑制による環境貢献度に応じて電力の使用態様を区別し、環境貢献度の評価を行なう。
【００７４】
　なお上述の実施形態では、情報線３００の実装方式の例として、電力線搬送（ＰＬＣ）
方式、ＰｏＥ方式、及び通信ネットワーク方式の３つの方式について説明されたが、情報
線３００の実装方式はこれらに限定されるものではない。また、これらの方式のうち複数
の方式が任意に選択されて組み合わせられてもよい。負荷装置の種類に応じて情報線の実
装方式が選択されてもよい。
【００７５】
　また上述の実施形態では、基準パラメータを管理するための方法の例として、管理サー
バ方式、個別管理方式、及び情報共有方式の３つの方式について説明されたが、基準パラ
メータの管理方法はこれらに限定されるものではない。また、これらの方式のうち複数の
方式が任意に選択されて組み合わせられてもよい。
【００７６】
　更に上述の実施形態では、環境貢献度の評価方法の例として、負荷出力調整、運転時間
調整、運転時間帯シフト、グリーン電力へのマッチング、高効率運転、及びユーザの快適
度の制限の６つの手法が示されたが、評価方法はこれらに限定されない。これらの手法の
うち複数の手法が任意に選択されて組み合わせられてもよい。
【００７７】
　本願発明は、前記各実施形態に限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱
しない範囲で種々に変形することが可能である。さらに、前記各実施形態には種々の段階
の発明が含まれており、開示される複数の構成要件における適宜な組み合わせにより種々
の発明が抽出され得る。例えば、１つの実施形態に示される全構成要件から幾つかの構成
要件が削除されたり、幾つかの実施形態に示される構成要件が組み合わされても、発明が
解決しようとする課題の欄で述べた課題が解決でき、発明の効果の欄で述べられている効
果が得られる場合には、この構成要件が削除されたり組み合わされた構成が発明として抽
出され得るものである。
【符号の説明】
【００７８】
　１０…変圧器、１１…電力メータ、１２…分電盤、２００…装置群、２０１…電気温水
器、２０２…エアコン、２０３…照明装置、２０４…白物家電、２１１…太陽光発電装置
、２１２…燃料電池、２１３…電気自動車、３００…情報線、４００…電力線、ＭＳ…管
理サーバ、Ｎ…ネットワーク、Ｔ１～Ｔｎ…電力情報端末。
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